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独立行政法人評価有識者会議 

農林漁業信用基金部会 

 

日時：令和５年７月３１日（月）   

会場：農林水産省経営局Ａ・Ｂ会議室 

時間：１３：０１～１５：４４    

 

 

議 事 次 第 

 

１．開  会 

２．出席者紹介 

３．議  事 

  ・独立行政法人農林漁業信用基金の令和４年度に係る業務の実績に関する評価について 

  ・独立行政法人農林漁業信用基金の中期目標期間（平成３０年度～令和４年度）業務の実

績に関する評価について 

４．閉  会 
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午後１時００分 開会 

○丸山課長補佐 それでは、ちょうど定刻となりましたので、あと、皆様、おそろいになりま

したので始めさせていただきたいと思います。 

 本日は、お集まりの委員の皆様、関係者の皆様には、お忙しい中、独立行政法人評価有識者

会議の農林漁業信用基金部会に御出席いただきまして誠にありがとうございます。 

 私は、窓口をしております経営局金融調整課の丸山と申します。資料の説明と司会進行をさ

せていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。もしも、不手際や失礼がございまし

たら、どうか御容赦いただければ幸いでございます。 

 それでは、まず、資料の確認をさせていただきます。 

 まず、議事次第・出席者名簿・配付資料一覧というものがございます。先週の26日にメール

で送付させていただきました電子ファイルでもファイル名が01から始まりまして、議事次第・

出席者名簿・資料となっております。まず、それがございます。次に、資料１～10までござい

ます。ございますでしょうか。電子ファイル名も、そのファイル名の頭に資料１～10と付して

お送りさせていただいております。 

 資料確認は以上でございます。 

 本日の御案内には、終了予定時刻を16時として長時間を予定していますが、少しでも早めの

終了を目指したいと思います。 

 また、会議の中で、途中で10分程度休憩を設けさせていただきたいと思っています。 

 なお、会議中はお手元のお飲物を飲んでいただいて、定期的に水分補給をしていただければ

と存じます。 

 それでは、ただ今から、農林水産省独立行政法人評価有識者会議農林漁業信用基金部会を開

催します。 

 まず、本日は、全委員５名の委員の皆様方に御参加していただいております。御多忙のとこ

ろ、誠にありがとうございます。 

 御出席者を御紹介させていただきます。 

 まず、有識者委員の皆様です。五十音順で御紹介いたします。 

 黒田委員でございます。ウェブで御参加いただいております。 

○黒田委員 よろしくお願いします。 

 続きまして、佐藤委員でございます。同じく、ウェブで御参加いただいております。 
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○佐藤委員 よろしくお願いします。 

 続きまして、高田委員でございます。 

○高田委員 高田と申します。よろしくお願いします。 

○丸山課長補佐 続きまして、田中委員でございます。 

○田中委員 田中でございます。よろしくお願いします。 

○丸山課長補佐 最後に、千年委員でございます。 

○千年委員 千年です。よろしくお願いします。 

○丸山課長補佐 どうもありがとうございました。 

 次に、主務省の出席者を紹介します。 

 まず、財務省大臣官房政策金融課、笹川課長補佐です。ウェブでの参加です。 

○笹川課長補佐 よろしくお願いいたします。 

 そして、農林水産省になりますが、私の方から紹介いたします。改めまして、農林水産省経

営局金融調整課課長補佐の丸山です。よろしくお願いいたします。 

 それから、お隣、林野庁企画課の鈴木課長補佐です。 

○鈴木課長補佐 鈴木でございます。よろしくお願いいたします。 

○丸山課長補佐 それから、水産庁水産経営課の溝部課長補佐です。 

○溝部課長補佐 溝部でございます。よろしくお願いいたします。 

○丸山課長補佐 それから、水産庁漁業保険管理官付の竹越保険管理官補佐です。 

○竹越管理官補佐 竹越です。よろしくお願いいたします。 

○丸山課長補佐 それから、経営局保険監理官付の稲葉専門官です。 

○稲葉専門官 稲葉です。よろしくお願いいたします。 

○丸山課長補佐 次に、農林漁業信用基金より、深水副理事長、𠮷村総括理事、庄司総括調整

役をはじめ、各御担当者の皆様に御出席いただいております。深水副理事長の方から、役職員

の御担当を含めて、簡単に御紹介いただければと思います。 

○深水副理事長 それでは、改めまして、農林漁業信用基金の副理事長の深水でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、私の方から本日の信用基金の出席者について御紹介させていただきます。ちょっ

と座らせていただきます。 

 主に、林業を担当しております、総括理事の𠮷村です。 
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○𠮷村総括理事 𠮷村でございます。本日はよろしくお願いいたします。 

○深水副理事長 企画、それから総務、農業を担当しております、総括調整役の庄司でござい

ます。 

○庄司総括調整役 庄司でございます。よろしくお願いします。 

○深水副理事長 法人に対する評価の窓口を担当しております、企画調整室の室長の小坂田で

ございます。 

○小坂田室長 小坂田と申します。よろしくお願いいたします。 

○深水副理事長 続きまして、総務及び経理の部長級の考査役をしております松本でございま

す。 

○松本考査役 松本と申します。よろしくお願いいたします。 

○深水副理事長 続きまして、農業の法人評価等の窓口をしております、管理部の部長の中山

でございます。 

○中山部長 中山です。よろしくお願いいたします。 

○深水副理事長 同じく、林業の法人評価、その他の窓口をしております、管理部の部長の鈴

木でございます。 

○鈴木部長 鈴木です。よろしくお願いします。 

○深水副理事長 続きまして、漁業の同様の業務を担当しております、管理部部長の末田でご

ざいます。 

○末田部長 末田でございます。よろしくお願いいたします。 

○深水副理事長 続きまして、共済部、農業共済及び漁業共済の課長役をしております、内田

でございます。 

○内田分析職 内田でございます。よろしくお願いします。 

○深水副理事長 続きまして、企画調整室、先ほど申し上げました企画調整室の部長級、考査

役をしております、小川でございます。 

○小川考査役 小川でございます。よろしくお願いします。 

○深水副理事長 この法人評価等の担当課の課長をしております、本間でございます。 

○本間課長 本間でございます。よろしくお願いいたします。 

○深水副理事長 最後、担当課長補佐の小川でございます。 

○小川課長補佐 小川でございます。よろしくお願いします。 
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○深水副理事長 以上が、信用基金からの出席者でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○丸山課長補佐 どうもありがとうございました。 

 御意見、御質問に対しましては、我々、主務省又は農林漁業信用基金から回答を差し上げた

いと思っております。 

 続きまして、独立行政法人の評価につきまして、簡単に御説明いたします。 

 この評価は、独立行政法人通則法に基づきまして、主務大臣が行うこととなっております。

そして、主務大臣が業務実績の評価を行う際には、評価の実効性を確保するという趣旨で、外

部有識者の御知見を活用させていただくということになっております。本日の有識者会議は、

資料７にありますとおり、農林水産省所管独立行政法人の評価実施要領に基づきまして開催し

ております。 

 続きまして、議事進行等について御説明したいと思います。 

 従来同様、主務大臣の評価案としてＡ評価以上とした項目、自己評価と主務大臣評価案が異

なる項目を中心に項目を絞って説明させていただきます。まず、令和４年度評価、次に第４期

中期目標期間評価を通しで説明させていただきます。その上で、４年度評価、期間評価の別に

質疑応答というように進めさせていただければと思っております。 

 次に、独立行政法人の業績評価の基準につきまして御説明いたします。 

 これまでも何度か見ていただいています、資料８の独立行政法人農林漁業信用基金の業務の

実績に関する評価の基準を御覧ください。 

 申し訳ありません。ページづけが漏れてしまいましたが、２ページ目のところに、２、各事

業年度の実績評価の方法という箇所がございます。そこの（１）のイの（ア）は定量的な評価

の基準となります。 

 今の（ア）というのは、２ページ目の下から５行目のところになります。ここの（ア）では、

今回に達成すべき数値目標が定められている場合には、当該数値の達成度合いを踏まえて、次

の５段階で評価を行うものと定められております。 

 まず、Ｓ評価は数値の達成度合いが120％以上で、顕著な成果があるというものでございま

す。Ａ評価は数値の達成度合いが120％以上、Ｂ評価は数値の達成度合いが100％以上、120％

未満となっております。したがいまして、Ｂ評価というのが100％以上の達成度合いですので、

いわば評価の基準になります。 
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資料８について、ページが付いておりませんが、その３ページについて、御説明させていただ

きます。 

 ３ページ目の上から６行目のところに（イ）というのがございます。これは定性的な評価の

基準を定めております。 

 （イ）では、小項目に達成すべき定性的な目標が定められている場合には、当該目標の達成

度合いを踏まえ、次の５段階で行うものとするとなっております。 

 Ｓ評価は所期の目標を上回る顕著な成果があった。Ａ評価は所期の目標を上回る成果があっ

た。Ｂ評価は所期の目標がおおむね達成されたとされております。 

 ４ページ目の下から２行目を御覧ください。 

 ３としまして、中期目標の期間評価（見込評価、期間実績評価）の方法を御覧ください。 

 ここにありますように、中期目標の期間評価は上記２に準じて行うものとなっております。

したがって、４年度評価も期間評価も小項目ごとに評価をして、その評価結果を積み上げて、

総合評価を算出いたします。 

 ここで御留意いただきたいのは、４年度評価、中期目標期間の評価ともに５つの小項目のみ

が定量的な評価項目となっておりまして、それら以外の小項目は定性的な評価項目となってお

ります。後ほど、どの小項目が定量評価項目かは御説明したいと思います。 

 それでは、資料１の４年度評価の評価案について御説明いたします。資料１の用意はよろし

いでしょうか。電子媒体でも資料１と書いてあります。電子媒体の冒頭に資料１と書いてあり

ますが、資料１の横表の分厚いのを開いてください。 

 

すみません、佐藤委員と黒田委員、聞こえますでしょうか。財務省さんは聞こえますか。 

○黒田委員 はい、聞こえます。 

○丸山課長補佐 ありがとうございます。 

 佐藤委員、聞こえますか。 

○佐藤委員 はい、聞こえます。 

○丸山課長補佐 すみません、先ほど御説明しました資料８の業績評価の基準を御説明してい

た途中であると思いますが、どの辺りから聞こえなくなりましたでしょうか。 

○佐藤委員 数値目標があるのが５項目とか何とかというところまでしか聞こえませんでした。 

○丸山課長補佐 分かりました。それでは、もう一回、少し戻って御説明させていただきます。 
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 まず、先ほど評価基準を説明しましたけれども、４年度評価、中期目標の期間評価ともに５

つの小項目が定量的な評価項目であり、それら以外の小項目は定性的な評価項目となっており

ます。後ほど、どの小項目が定量評価項目かは御説明いたします。 

 今回、Ａ評価項目が多く、御説明しないといけない項目が多いですが、そのため、時間を幾

分か要しますが、御容赦願いたいと思います。なるべくコンパクトになるよう、努力いたしま

す。 

 それでは、この資料１をめくっていただいて、３、４枚目からページが付いていますが、２

枚目のページがないところの頭の、電子媒体だと３ページ、紙だと２枚目に当たるところに、

様式１－１－２、農林漁業信用基金年度評価総合評定様式というのがございます。そこの、一

番上の全体の評定のところの一番上のところを見てください。主務大臣評価案としましては、

総合評定でＢ評価、中期目標における所期の目標を達成していると認められるということでＢ

評価を案としております。表で参考に、これまでの５年間の評定がありますが、いずれもこれ

まではＢでございました。 

 続きまして、次のページ、電子媒体ですと４ページとなると思いますが、年度評価項目別評

定総括表（主務大臣評価）という、小さな文字で表題が付いているところでございますが、注

の１を御確認ください。 

 評価は、第１－１－（３）、保険事故率の低減に向けた取組、第１－２－（３）、代位弁済

率の低減に向けた取組、第１－３－（２）、保険事故率の低減に向けた取組、第２－１、事業

の効率化及び第２－２、経費支出の抑制を除き、定性評価です。 

 第１－１－（３）、保険事故率の低減に向けた取組と第１－２－（３）、代位弁済率の低減

のところ、第１－３－（２）、保険事故率の低減に向けた取組、第２－１、事業の効率化及び

第２－２、経費支出の抑制につきましては定量評価ですが、定量評価をするときが限定されて

いまして、これは中期目標期間で達成の可否を判断する項目であるため、昨年行いました見込

評価、見込評価は昨年評価してもらっています。次に、今年、御意見いただきます期間実績評

価及び５年目の年度評価、今回見てもらいます令和４年度の年度評価では定量になります。そ

のときだけ定量で評価して、それ以外の場合は定性評価とするということで、同じ５項目でも

定量にする、今回の評価ではいずれも定量評価という項目になります。この５項目だけが定量

で、残りは定性的評価項目となります。 

 続きまして、６ページ。このウェブで参加の委員の皆様方と笹川さん、電子媒体のページじ
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ゃなくて、資料のページで紹介させていただきますので、よろしくお願いします。６ページを

お開きください。 

 ここは、上の方に黄色く付けていますが、農業信用保険業務のところでございます。 

 自己評価は黄色く付けてありますけれども、評定Ａとなっております。 

 この主な理由としましては、黄色く付けましたが、次期中期目標期間で資金の収支状況、資

金間の収支バランス等を踏まえた、より望ましい保険料率体系を導入することとし、その体系

の導入に向けた検討課題について、同委員会において論点整理を行い、基金協会と情報を共有

した。このように、将来的に継続的安定的な制度運営が可能となる財務基盤の確立に向けた道

筋をつけたことから、Ａとするとなっております。 

 委員の皆様方への事前レクでも申し上げまして、繰り返しにはなりますけれども、ここは主

務大臣評価は現段階ではＢとさせていただいております。 

 その理由としましては、次期中期目標期間における保険料率の検討というのは、第４期中期

目標期間の評価の範囲外ではないかと我々は考えまして、これを理由に第４期目標を上回る成

果が第４期中にあったとは言えないのではないかと。また、他の業務実績をもっても、Ａとす

ることは難しいと考えまして、Ｂといたしました。 

 続きまして、９ページをお開きください。 

 自己評価がＡか、主務大臣と自己評価が異なるところに絞って、説明しようと思っています

ので、よろしくお願いします。 

 次に、第１－１－（３）、保険事故率の低減に向けた取組につきましては、先ほどありまし

たように定量的な評価項目でございます。 

 それで、上に黄色であるんですが、中期目標期間中の保険事故率0.15％というところがあり

ますが、経過的に30年から３年度までの数値は出ていますが、これはどちらかというと参考値

に近いことでありまして、今回の４年度の数値が定量的に評価する項目になります。0.09とい

うことで、主務大臣評価のところもＡとしております。 

 中期目標及び中期計画に基づく取組を適確に実施することはもとより、保険事故率の低減に

資する取組を行っておりまして、法人独自に、事故事例のカルテを作成して、基金協会へ提供

されたり、各基金協会が行う期中管理活動への助成事業を積極的に実施しておりまして、こう

した取組により、保険事故率の目標値の達成度合いも120％となったことから、Ａ評価が妥当

であると考えております。今後も、保険事故率の低減に向けて、可能かつ必要な範囲内で、こ
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れらの法人独自の取組の継続が期待されるというように締めさせていただいております。 

 続きまして、13ページをお願いします。 

 １－１－（４）、農業信用保険業務の求償権の管理・回収の取組のところでございます。 

 これは、自己評価も評定がＡとなっておりまして、主務大臣評価もＡとしております。 

 Ａとした理由につきましては、求償権の管理・回収に資する取組として、法人が独自に各基

金協会が行う求償活動への助成事業、例えば基金協会がサービサーへの回収委託や弁護士への

依頼を実施する際に助成を実施したことから、Ａ評価が妥当であるということにしております。 

 農業はこれで終わりになります。続きまして、23ページをお願いいたします。 

 23ページのところは、林業信用保証業務－融資機関等に対する普及推進・利用促進の取組と

いうことで、自己評価の評定がＡとなっております。 

 理由につきましては、黄色で書いたとおり、事前レクでも御説明を信用基金の方からしてい

ただいたところでございますが、当方も新しいパンフやホームページを見させていただきまし

たが、端的にポイントを絞っていたり、事業者向けと融資者向けを分けて説明されるなど、工

夫してよいものにされていることは承知しておりますが、全国地方銀行協会等を意味すると思

われます融資機関中央団体への訪問とかパンフレットの見直しといった取組自体は、第４期中

期目標期間目標に掲げる範囲内のもので、23ページの左側の（１）番の中期目標のところに書

いてありますとおり、融資機関や林業関係団体等への訪問等により、積極的な林業信用保証制

度の普及推進及び利用促進に向けた取組を実施すると書いてありまして、ここに書いてある目

標の範疇ではないかと考えました。そのため、目標を上回った成果を上げたとはちょっと認め

ることは難しいと考えまして、主務大臣評価の方はＢとしております。 

 続きまして、26ページをお願いいたします。 

 林業信用保証業務－適切な保証料率の設定のところでございます。 

 自己評価はＳということになっておりまして、この自己評価にされた理由というのは、この

黄色のところでも書いてありますし、事前説明でも説明ございました。 

 私の方からも説明しましたけれども、ここはＳではなくＡではないかと主務大臣評価の方は

考えました。 

 困難度の高い再生支援案件において、保証料率の適正化に取り組んだことについては、将来、

経営改善の道筋がついた段階で、適正化後の料率を適用するものとなっていますが、第４期中

に見直しに伴う効果が直ちに発現するものではないこと、言い換えれば、実際に事業者が再生
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を果たしたという成果を確認することができないことを考慮に入れますと、目標を上回る顕著

な成果があったものとして、Ｓ評価の根拠とするのは難しいと考えました。 

 しかしながら、この26ページのところに書きましたように、法人が独自に契約更新の機会を

捉えて、引受先の理解を得つつ、優遇料率の縮小等の取組を推進したことによって、今後、林

業信用保証業務収支の長期的な収支均衡に向けて、一定の効果が期待できることから、Ａ評価

が妥当であるという評価案とさせていただいております。 

 続きまして、28ページでございます。 

 林業信用保証業務の代位弁済率の低減に向けた取組のところでございます。 

 ここは、先ほど説明しましたように、４年度は定量評価項目になります。 

 数字ですけれども、中期目標期間中の代位弁済率2.03％以下となっていまして、実際には

0.60％という数字で落ち着きました。 

 このことも踏まえていますけれども、代位弁済率の低減の目標値の達成度合いが120％以上

となったこと、少なくともこの時点で基本的には最低Ａ評価になりますが、加えて、中期目標

及び計画に基づく取組を適確に実施したことはもとより、代位弁済率の低減に資する取組とし

て、ほぼ全ての新規案件で80％の部分保証の引受けを実施したこと、また、林業者の経営継続

にも配慮しつつ、特定の引受先への過度な保証リスクの集中を改善するため、６億円を超える

大口保証引受先の保証引受額を同額以下とすることに取り組んだことは、当年度のみならず、

中長期的な林業信用保証の業務収支改善に大きく寄与する取組であると考えまして、このこと

から目標を上回る顕著な成果があったと判断できることから、Ｓ評価が妥当であるということ

で、主務大臣としてもＳ評価を支持しております。 

 続きまして、35ページをお願いいたします。 

 利用者のニーズの反映のところですが、評定が自己評価はＡとなっております。 

 主務大臣の評価もＡとしております。 

 令和４年度に法人が独自に従来の相談員制度を廃止して、新たに協力団体制度というのを導

入しました。関係団体に協力を得て、相談員制度では林業者等にまで行き届かなかった関係通

知やパンフレット等が、協力団体を通じて林業者等へ行き届くことが可能となり、よりきめ細

かな保証制度の普及が期待できる仕組みを導入したことから、Ａ評価が妥当であると考えまし

た。 

 続きまして、37ページをお願いします。 



11 

 林業者等の将来性等を考慮した債務保証のところです。 

 これは、自己評価がＡということで、新規創業者のほかに、他分野からの新分野進出者につ

いての引受けの審査の仕組みを導入するとしたものですけれども、昨年も、Ａ評価でございま

した。 

 今回、また、Ａにしたことにつきましては、令和４年10月に新規創業者向けの保証引受けを

本格導入したほか、新分野進出者向けの保証引受けの本格導入について早期達成したことから、

Ａ評価が妥当であると考えました。 

 最初、私たちの方も、令和４年10月に導入したことは、別に何ら不思議ではないと思いまし

たが、よくよく話を聞いてみますと、括弧内で書いてありますように、早期達成というところ

の後になりますが、昨年試行を始めていまして、通常、最低２年ぐらいの試行期間が必要なと

ころを、信用基金の方で前倒しの努力をしまして、それを１年で本格導入したということでし

たので、ここは評価に値するのではないかということで、Ａ評価が妥当であるということにし

ております。 

 続きまして、39ページをお願いいたします。 

 林業信用保証業務－事務処理の適正化及び迅速化のところでございます。 

 自己評価は、評定Ａとなっております。 

 これは償却作業手順書を新たに作成したところなんですが、主務大臣評価のところの黄色い

ところを見てください。これにつきましても、法人が独自に効率的かつ適正な業務処理のため、

新たに償却作業手順書というのを作成しまして、初めて携わるものでも事務ミスを防止しつつ

対応できるようにしたことから、Ａ評価が妥当であると、目標を上回る成果があったと評価い

たしました。 

 林業は以上でございます。 

 次に、漁業信用保険業務の方に入ります。 

 44ページをお願いいたします。 

 漁業信用保険業務の適切な保険料率・貸付金利の設定のところでございます。 

 ここにつきましては、先ほどの農業でも出てきましたが、料率の設定に関して、第５期中期

目標期間における料率の見直しについて検討を進めたということになっていますが、次期中期

目標期間における保険料率の検討というのは第４期中期目標期間の範囲外のため、これを理由

に第４期目標を上回る成果が第４期中にあったとは言えないと考えました。このため、Ｂ評価
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としております。 

 続きまして、47ページをお願いいたします。 

 漁業信用保険業務－保険事故率の低減に向けた取組です。 

 これも、令和４年度は定量的な評価項目になります。数値がどうかというのを見ますと、中

期目標期間中の保険事故率が0.95％以下という目標を示していましたが、４年度の数値が黄色

く塗ってありますとおり、0.26％となっております。 

 主務大臣評価のＡのところに書きましたけれども、法人が独自に基金協会の期中管理活動等

への助成事業を実施もいたしました。こうした取組により、保険事故率の目標値の達成度合い

が120％以上となったことから、Ａ評価が妥当であるということでまとめてあります。 

 続きまして、50ページをお願いいたします。 

 漁業信用保険業務の求償権の管理・回収の取組のところでございます。 

 自己評価がＡ評価となっております。 

 主務大臣評価もＡ評価を支持いたしております。 

 これにつきましては、求償権の管理・回収に資する取組として、先ほど農業でも出てきたん

ですけれども、法人が独自に各基金協会が行う求償活動に対する助成事業を実施したことから、

Ａ評価が妥当であるというようにまとめてございます。 

 続きまして、66ページです。 

 漁業災害補償関係業務のところですが、自己評価も評定Ａで、主務大臣評価もＡ評価にして

おります。 

 深刻な不漁や魚価の大幅な下落により、想定を上回る規模の漁業共済金の支払が必要となり、

支払財源の国庫負担分が一時的に不足する事態となったところ、法人が主体的に民間金融機関

から資金を調達し、これを漁業共済団体に貸し付ける取組を行いました。これは、令和２年度

から同様の取組が３年連続で行われております。 

 令和４年度の新規貸付金に関しましても多額の71億円を貸しています。これによりまして、

漁業災害補償制度の安定的かつ円滑な実施に貢献したと考えられますことから、Ａ評価が妥当

であるというように評価しております。 

 続きまして、一般管理、管理業務的なところに入っていきます。 

 68ページをお願いいたします。 

 第２－１、事業の効率化（平成29年度対比５％以上の事業費の削減）です。 
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 ここですが、自己評価がＡとなっておりますが、主務大臣評価もＡとさせていただきました。 

 まず、事業費の削減の取組は71.9％と、大きく事業費の削減の達成がされていまして、

120％以上となったことから、Ａ評価が妥当であると考えました 

 ここで、少し話が外れますが、令和４年度までの事業費の削減費目が保険金とか代位弁済費

というような、事業に不可欠な、引受けを頑張れば頑張るほど、ある程度保険金というのは出

てきてしまうので、これを目標にしてあるのがおかしいのではないかという御意見を、少なく

とも、この１、２年か３年以内に委員の皆様方に頂き、それを宿題にして、第５期の中期目標

を考えます、検討させてもらいますということを申し上げたところですが、第５期の事業費か

らは保険金等は外し、委員の皆様方の御意見を反映させていただいております。 

 以上、紹介です。 

 引き続きまして、70ページをお願いいたします。 

 経費支出の抑制（平成29年度対比20％以上の一般管理費の抑制）というところですが、ここ

につきましても、目標の120％を大きく上回っていまして、Ａ評価が妥当だろうということで、

自己評価、主務大臣評価ともにＡとしております。 

 続きまして、72ページをお願いいたします。 

 調達方式の適正化のところでございますが信用基金独自の取組として、他の独法では、私が

知る限り、農水省関係ではやっていないと聞いていますが、１者応札・１者応募となった場合

に手続を中断して、再度公告を行って、真に競争性のある調達方式を行おうという取組を、昨

年度から始めております。これにつきましては、今回も最高入札価格との差額が約5,600万円

生じるなど、複数名による応札の効果が発現していると認められているから、Ａ評価が妥当で

あると評価いたしました。 

 続きまして、77ページをお願いいたします。 

 第２－４、電子化の推進というところがございます。 

 これにつきましては、自己評価Ａ、主務大臣もＡとしております。 

 主務大臣のところの黄色いところを見ていただきたいんですが、まず、①として、令和４年

７月に法人独自の取組として、ＩＴ化推進委員会というのを設置して、ＩＴ化の促進、推進を

するための整備を行いました。 

 加えて、左側の中期目標の４の電子化の推進の一番下のところにありますように、今期につ

きましては、ＰＭＯの設置等の体制整備を検討するというところまでの目標でしたが、法人の
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方が前倒しで取り組みまして、令和４年度内に必要な規程改正を実施した上で、前倒しで令和

５年４月１日からＰＭＯを設置したことから、これは目標を上回ると考えました。目標は検討

までで良かったものの、ＰＭＯの設置は目標を上回る取組だろうと考えまして、Ａ評価が妥当

であるということとしております。 

 次に、98ページをお願いいたします。 

 ガバナンスの高度化のところですが、自己評価Ａ、主務大臣の評価Ａということにしており

ます。 

 ガバナンスの高度化の取組として、法人独自で、近年、誰がどういう人事異動があっても、

着実に仕事ができるようにということで、各業務において、マニュアルの作成を進めてまいり

ました。それを、マニュアルコンテストを実施して、役員・幹部職員が適切な業務の実施につ

いて、適確に確認することが可能となる業務マニュアル作成の動機づけを職場内で行った、ま

た、優良事例の表彰とか横展開を図って、基金内部での共有もしっかり行われまして、これは

いずれにしても、役員・幹部が適切な業務を引っ張っていく上で重要な効果があったのではな

いかと考えまして、Ａ評価が妥当であると考えました。 

 以上が令和４年度の年度評価でございます。 

 次に、期間評価の説明に入りますけれども、その前に、第５年度評価の関係で紹介させてい

ただきますと、ラスパイレス指数を100以下にするという目標がありました。結果的に、令和

４年度は100を下回りました。令和２年度と３年度が、若干上回りました。その原因は、委員

の皆様方からも御意見賜りましたけれども、国の方の数値が出るのが６月になりますので、６

月にならないと答え合わせができません。大体予想して給与を抑えるのですが、細かいところ

まで、国の数値が分からないため、蓋を開けて見たら、若干上回ってしまうということになっ

て、これは目標としてふさわしくないのではないかという御指摘を昨年度とその前の年と頂き

ました。 

 これにつきましても、第５期の中期目標においては、関係省庁とよく相談もしまして、その

目標は落としました。ただ、説明責任は負うということで、きちんと「今の給与水準はこうで

す、これはこういう理由です」というように、きちんと説明責任を国民に負うという形にして

おります。 

 それでは、続きまして、資料の２の方をお願いします。 

 期間評価の方の説明をさせていただきます。 



15 

 ウェブで参加の委員の皆様方、電子媒体の方も資料の２と、電子媒体の名前に書いてありま

して、その後に独立行政法人農林漁業信用基金の中期目標期間に係る業務の実績に関する評価

書というように電子ファイル名を打ってございます。 

 その資料の、電子媒体でいうと３ページ目になります。紙でいうと、１枚開いてもらったと

ころになりますが、様式１－１－２、先ほどの農林漁業信用基金の期間実績評価の総合評定様

式のところでございます。 

 当該法人の業績向上努力により、中期計画における所期の目標を上回る成果が得られている

と認められるということから、総合評価はＡ評価となっています。少なくとも、これはあくま

でも小項目からの積み上げで結果的にこうなるのですが、まず最初に結果を申し上げておきま

す。昨年度の見込評価もＡ評価でございました。 

 もう一枚めくっていただくと、黄色とか青とか緑色を付けた期間実績評価項目別評定総括表

（主務大臣）という表がございます。私の方で便宜的に色塗りを、説明をさせていただく都合

上、色塗りをさせていただいていました。 

 ここで説明をさせていただきますけれども、今回、期間評価を行うに当たって、農林水産省

横断的に一つの考え方の指摘を受けておりまして、それに準じて評価をしたところがあります

ので御説明します。 

 期間評価につきましては、「過去５年間のうち１回のみＡ評価であったことのみをもって、

機械的に期間評価もＡとするのはやめた方がいい。ただし、過去５年間のうち１回のみＡ評価

が付いた項目があったとしても、当該Ａ評価の根拠となった取組がその後の中期目標期間中も

継続し、複数年にわたり、その効果や裨益が及ぶなどの説明ができるものであれば、期間評価

をＡとして差し支えない」ということでございました。この考え方を取り入れたことによって

評価した項目が多いのです。 

 まず、第１の表でいきますと、中を見ていただくより、表を見ていただいた方が分かり易い

かなと思いまして、表ベースで説明させてもらいますが、農業信用保険業務の（２）適切な保

険料率・貸付金利の設定というところがございます。元年度にＡ評価を付けております。これ

は農業近代化資金等について、借入者の信用リスクに応じた段階別の保険料率を設定したとい

うものですが、ここにつきましてはＡ評価は令和元年度の１回、その後の２年度、３年度、４

年度はＢでしたが、元年度で行った取組は２年度、３年度、４年度にも効果が及んでいると考

えまして、期間評価はＡとしております。 
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 保険事故率の低減に向けた取組というのが（３）でございます。ここにつきましては、２年

度から４年度まで３回Ａ評価となっておりまして、この取組を評価しまして、期間実績評価に

つきましてもＡ評価としております。 

 （４）の求償権の管理・回収の取組のところにつきましては、Ａ評価が３年連続で付いてお

ります。それを考慮しまして、期間評価もＡ評価としております。 

 （６）の事務処理の適正化及び迅速化のところにつきましては、令和３年度にＡ評価を付け

ております。その効果というのは４年度にも及び、複数年にわたって効果が及んだと考えまし

て、Ａ評価としております。 

 続きまして、林業です。 

 一番上の（１）ですが、融資に対する普及推進・利用促進の取組ですが、先ほど年度評価の

ときに、パンフレットを新しく見直したり、融資団体に普及推進を行ったというところです。

信用基金の自己評価はＡですが、これは主務大臣として自己評価Ｂにしたことから、期間実績

評価もＢにしております。 

 そのほか、下の方の適切な保証料率の設定は２年連続でＡなのでＡ評価としました。 

 （３）の代位弁済率の低減に向けた取組のところはＡとＳですので、Ａ評価としました。 

 利用者のニーズの反映につきましては、先ほどの基準でいきますと、４年度だけがＡ評価だ

ったものでございまして、複数年に効果が及んだと説明ができなかったものですから、Ｂ評価

にしております。 

 次に、６番の林業者等の将来性等を考慮した債務保証ですが、これは複数年にわたってＡ評

価を付けていますので、期間評価もＡといたしました。 

 事務処理の適正化及び迅速化につきましても、４年度はＡだったんですけれども、単年度だ

けのＡなので、残念ながら、ここはＢとさせていただきました。 

 次に、漁業のところでございます。 

 １番の適切な保険料率・貸付金利の設定のところですけれども、２年度に災害料率を設定し

たという取組がございまして、これをＡ評価にしております。その後はＢだったんですけれど

も、災害料率を設定したことによって、漁業者に裨益する体制が、効果が及んだということだ

と考えまして、Ａ評価にしております。 

 （２）と（３）は、３年間ＡだったのでＡにしております。 

 ５の漁業災害補償関係業務のところの共済団体に対する貸付けですが、３年間にわたって、
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大きく国の保険金の予算が足りない実情を補って、合計で何百億円ものお金を融通して、補償

制度の安定化維持に貢献されたと考えまして、Ａ評価としております。 

 続きまして、第２―１の事業の効率化でございます。第２の右の方の表に行ってもらいまし

て、第２の事業の効率化のところ、１年だけＡ評価でしたけれども、ここはちょっと例外でご

ざいまして、期間評価が定量評価項目なため、定量評価という観点で期間評価がＡ評価にでき

るということで、ここはＡにしております。ちょっと例外的なところでございます。 

 続きまして、事業化の効率と同様、第２の２の経費支出の抑制の項目もＡは１年間だけだっ

たんですけれども、期間評価のところ、これも定量評価でございますので、これは定量評価と

してＡが付けられるので、Ａを付けさせてもらいました。 

 第２―３の調達方式のところは定性ですけれども、２年間、複数年だったんで、Ａ。 

 電子化の推進のところは、ここも１年だけＡだったものですから、色付けていませんけれど

も、Ｂ評価にしております。 

 下の方にちょっと、第４の方に目を送っていただきまして、第４のその他主務省令で定める

業務運営に関する事項のところの４番です。その他中期目標を達成するために必要な事項のと

ころでございます。重複してマーカーを塗ってしまっていますが、ガバナンスの高度化のとこ

ろになりますが、Ａが２回あったのでＡ評価とさせていただいています。 

 中身の説明は、年度評価と重複するので割愛させていただければ幸いでございます。 

 このような考え方の下で期間評価はやっておりまして、結果的に見込み評価と同じ結果にな

りました。 

 以上でございます。 

 これで私からの説明は一旦終わりとさせていただきます。信用基金の方から、補足説明など

ございましたら、お願いいたします。 

○深水副理事長 補足説明の時間を頂きまして、ありがとうございます。 

 信用基金からは、先ほど主務省からも御説明ありましたけれども、特に主務大臣の評価と信

用基金の評価が異なっている箇所につきまして、信用基金の考え方を再度簡潔に御説明させて

いただければと思っております。 

 まず、農業と漁業に関して、年度評価の中で１項目ずつ、信用基金の自己評価と主務大臣評

価が異なっている点がございます。ともに適切な保険料率・貸付金利の設定に関しての項目で

ございます。似通っている論点でございますので、両方併せて御説明をさせていただければと
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いうふうに思っている次第でございます。 

 基本的には、先ほどの主務省からの説明の中にありましたとおり、論点というか、評価の異

なっているポイントについては、保険料率の設定に関して、第５期中期目標期間以降に料率を

実際には変更するものについて、第４期中にした取組をどう評価するかという観点でございま

す。 

 この評価に関しましては、私どもとしては、２つの点について、是非、御意見を頂きたいな

というふうに思っている次第でございます。 

 １つ目は、次の中期目標・中期計画に関する取組を前の中期目標期間中に実施をした場合、

それについて評価されるのか、されないのかという点でございます。ここの点につきましては、

主務省からはこれは評価の対象の外である、そういう御説明を先ほどもしていただいたんです

けれども、そうだとしますと、法人としては、次の目標に盛り込まれることが確実な内容であ

っても、それについての取組を行うということについてのインセンティブがやや欠けることに

なるのかな、取組を行うことそのものを否定されているというわけではないのだと思うのです

けれども、評価対象外ということであれば、様々、取り組むこともございますので、取組の優

先順位を下げなければならないのではないかな。そういう評価の仕組みの中で法人の取組のイ

ンセンティブが下がるということというのは適当なのかどうなのか、この点について、是非、

有識者の皆様に御意見いただきたいなと思います。 

 ２つ目ですけれども、次期の中期目標・中期計画に係る取組が評価の対象であったとして、

保険料率設定の項目について、何を成果として見るかという点もあろうかと思います。ここの

点につきましては、もちろん保険料率を実際に変更するということが成果として分かりやすい

論点ではございますけれども、農業も漁業も、実際の料率の改定に当たりましては、直近のデ

ータを使って検討するべき必要がございます。 

 また、農業については体系を変えるということでございますので、大変検討すべき事項も多

いということなので、そうしたことから、昨年度中、第４期中期目標期間中には改定にまでは

至らない取組ということになっております。 

 ただ、農業に関して申し上げれば、信用基金としては、翌年度以降の検討に向けて論点を十

分に整理したというふうに思っており、これを成果とは位置づけてはいただけないのかという

ふうに思う次第であります。 

 また、漁業の方につきましては、４年度の整理は農業よりもさらに具体的にしておりまして、
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５年度にこういう当てはめをすれば、料率体系はこうなる、こういう方向になるということま

で整理をしております。料率は、先ほど申し上げたとおり、それぞれの年度のデータを使わせ

ていただくことになりますので、４年度中には改定はしていませんけれども、そこまでの整理

をしているということは成果が得られたとは言えないのかというふうに、信用基金としては考

えています。 

 ですので、こうした点について、今後にもつながる話でもございますので、是非、有識者の

皆様に御意見を頂ければと思っている次第でございます。よろしくお願いします。 

 それから、林業の方の評価の違いにつきましては、𠮷村総括理事の方から説明させていただ

きます。 

○𠮷村総括理事 では、続きまして、林業信用保証について説明をさせていただきます。 

 まず、林業保証の４年度評価につきましては、幾つかの項目で主務省から高い評価案を頂戴

しておりますことに関してお礼申し上げます。 

 その上で、年度評価について２項目、それから期間評価について３項目、順に簡潔に御説明

をさせていただきたいと思いますが、少しお時間を頂戴できればと思います。 

 まず、年度評価の１項目目、23ページ、融資機関等に対する普及の関係でございます。 

 自己評価の黄色のマーカーの部分について、主務省からは、これは目標の範囲内の取組では

ないかという御指摘を頂いているところでございますが、少し解説をさせていただきます。 

 私ども、従来は、個別行の各店舗にまでお邪魔をして普及をしておりました。その目的は、

専ら個別案件の形成と、そして相手方からの相談への対応ということで対応していたところで

す。しかし、コロナ禍でそれが困難になりました。立ち止まって考えたところ、では、むしろ

各融資機関の中央団体、私ども、７団体、訪問いたしましたが、そうしたところと関係を構築

することによって、幅広い視点で林業信用保証の展開に当たっての様々な御助言や情報を頂け

るのではないかと。さらには、中央団体ならではの広範なネットワークがございます。広報誌

も持っておられます。そういうルートを使って、加盟行に隅々まで情報を行き渡らせることが

できることができるのではないかという観点で意見交換を行ったところです。 

 この結果、中央団体には森林・林業・木材産業の役割や重要性、そして林業信用保証の内容

について一定の御理解を頂けました。のみならず、広報誌等を通じた情報発信についても快く

御了解を頂いて、加えて各融資行への説明に当たっては、林業・木材産業というのは一般的に

やはりなじみが薄いので、丁寧に説明をすることによって理解を得る方がいいと、そうしたア
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ドバイスを頂くとともに、勉強会のようなものを開催すると基金の意図がより伝わるのではな

いかと、こうしたご提案も頂きました。 

 そこで、私どもといたしましては、融資機関への普及に当たって、まず森林・林業・木材産

業が果たす役割と重要性、それから林業・木材産業が成長の可能性があって、融資の対象とし

て検討に値すること、その際には林業信用保証を積極的に活用いただきたいこと、こうしたこ

とを普及の基本方針といたしまして、様々な取組を進めてきたところです。 

 実際、融資機関中央団体の御協力も頂きまして、例えばこうした媒体に私どもが投稿した記

事を掲載いただくことができましたし、さらにはそれらの取組が基礎になって、５年度になり

ますが、また他の金融専門の媒体にも記事を掲載いただくことができました。 

 さらに、もう一つ付け加えさせていただきますと、この４年度の意見交換によって、現在、

６件の勉強会の申出を頂いているということで、私どもは、これは従来の延長上の取組という

よりは、むしろ中央団体を通じた新たな普及体制を確立したのではないかと、このように考え

ておりまして、かつ、期間評価の話も少し先取りになってしまいますが、このことは将来に向

けても、非常に効率的かつ効果的に普及を行う基礎をつくることができたのではないかという

観点から、自己評価をＡとさせていただいたところです。 

 それから、長くなって恐縮ですが、パンフレットについて、主務省からも一定の工夫がなさ

れているという御評価を頂いておりますが、事業者向け、融資機関向け、それぞれターゲット

に合わせたデザイン、構成、書きぶり、これを全面的に工夫いたしまして、いつでも情報更新

が可能なように電子媒体で拡散できるように工夫をしたところです。 

 このような取組を考慮して、私どもとしては、この項目はＡに値するのではないかという自

己評価をさせていただきました。 

 続きまして、年度評価の２項目目でございます。 

 これについては、主務省からＡという高い評価案をお示しいただいておりますことに、まず

感謝を申し上げます。 

 その上で、大変恐縮ですが、27ページについてですね。失礼しました。項目としては（２）

の適切な保証料率の設定についてであります。 

 27ページの自己評価の欄、ここを御覧いただければと思います。 

 再生支援案件についてであります。再生支援案件は、基本的には各都道府県の中小企業活性

化協議会、そしてメインバンク、こうしたところが中心となって、他の債権者に対してはかな
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り強力に融資条件、保証条件の凍結、言わば現状維持ですが、一切条件の変更を認めない、こ

のような厳しい姿勢で臨みつつ、再生計画を立案していくのが一般的です。 

 私どものお客様の中で、本来よりも割り引いた保証料率を適用していた事業者がこの再生支

援の対象になった場合に、私どもも、当然そのお客様の再生というのを最優先で対応してまい

りますが、一方で、公的機関として公平性の確保、そして主務省からも求めているとおり、収

支の均衡、これを実現するためにはできるだけその保証料率を適正化していくことが必要とな

ります。 

 そこで、この再生支援の枠組みにおいて、私どもとしては、今すぐは無理でも保証料率を適

正化する時期を約束いただければ、全面的にその再生支援をバックアップしますと、このよう

な方針で臨み、そして、そのことを関係者全てに納得いただいて、再生計画を成立させたと。 

 主務省の方からは、効果の発現は事業者の再生がなされてからではないかという御指摘も頂

きましたが、私どもとしては、こうした新たな再生支援の枠組みを生み出したということ自体、

これは大きな成果であり、また将来にもつながるものではないかと、このように考えていると

ころでございます。 

 また、この過程で、私どもの職員が、例えば組織の数でいうと１対10というような、そうい

う厳しい環境の中で、公的機関職員として粘り強く対話をし、そして見事に責任を果たしてく

れたということがございます。これによって、組織としての対応力も強化できたのかなと。こ

うした観点から、甚だ僭越ではございますが、私どもとしては、本件は特筆すべき成果ではな

かったのかなということで、Ｓという極めて高い自己評価をさせていただいたところでござい

ます。 

 続きまして、駆け足で恐縮ですが、期間評価について３項目ございます。 

 まず、28ページ、これも融資機関等に対する普及の関係でございまして、中身は４年度のと

ころで申し上げましたが、４年度の取組がやはり将来の普及を推進していく上での大きな基礎

になったのではないかということを勘案いただけるとすると、これは、その効果の発現は４年

度、そして第５期目標期間というふうになりますが、そこは冒頭、副理事長からも話があった

とおり、そういう部分についても、私どもとしては御考慮いただければありがたいなと、この

ように考えているところです。 

 続いて、39ページ、利用者ニーズの反映です。 

 これについても、協力団体制度の構築、そして新たな関係と調査を通じた利用者のニーズの
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把握、こうした体制を構築したということは、４年度のみならず、今後にこの効果が発現され

ていく。こうした観点から評価をしていただければということで、自己評価はＡとさせていた

だきました。 

 最後になりますが、43ページ、事務処理の適正化。 

 ここについても、先ほど４年度のところで償却手順書を御評価いただいておりますが、これ

に加えて、従来、私どもの文書の発送というのは、基本的に相手方の事情で、ほぼ全てが郵送

でした。 

 というのは、融資機関は外部とのメールの送受信に対して極めて厳格に管理をされておりま

す。ですので、556先に対して、その都度その都度、郵送で文書を送付しなければいけないと

いうような事態が生じていたところですが、ここを粘り強く、一件一件交渉することによって、

最終的には556件のうち527件までメールでの情報送信というのを可能にいたしました。事務手

間としては６分の１に縮減をしたところです。 

 この取組は、やはりこの４年度のみならず、将来に向けて、この取組が効果を発揮し続ける

という観点から、自己評価はＡとさせていただいたところです。 

 大変駆け足になって恐縮ですが、以上です。 

○丸山課長補佐 どうもありがとうございました。 

 ここで、休憩を10分取らせていただきまして、その後、質疑応答に入らせていただきたいと

思います。それでは、今ここにあります時計で35分に再開といたしますので、よろしくお願い

します。おトイレの方は、出ていただきまして右側にございますしお飲物を買われる場合には

売店がこちらの左の方にございますので、よろしくお願いします。それでは休憩といたします。 

午後２時２５分 休憩 

午後２時３６分 再開 

○丸山課長補佐 それでは、再開いたします。よろしくお願いします。 

 ウェブを併用しているため、この会場の方が御発言される場合も、ウェブに参加されている

方が分かりやすいように、お名前をおっしゃっていただいてから御発言いただくよう、御協力

をお願いいたします。 

 ウェブ参加の皆様は、発言される場合、挙手をお願いいたします。 

 最初に、先週、高田委員からメール等で頂いた御意見や御助言がございまして、それに関し

まして、そのうちの４点に絞って、信用基金さんの方から回答やコメントを頂きたいと思いま
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すので、よろしくお願いします。 

 その際、高田委員以外の委員の皆様方にもその質問の概要が分かりますように、質問概要を

紹介していただいてからコメントや回答をしていただけますと助かります。よろしくお願いい

たします。 

○深水副理事長 それでは、４点、回答させていただきます。いずれも期間実績評価に係るも

のというふうに承知しております。 

 まず、資料２の15ページですね。15ページの大口保険金請求案件の事前協議の見直しについ

ての記述に関連して、この中で、平成30年10月から、設備資金の使途を確認するための疎明書

類により、信用基金においても設備資金の使途確認を行うようにしたということを記載をして

いるところでございますけれども、この点に関しまして、高田委員からは、見積書、相見積り

も含むということですけれども、納品書、検収書、請求書について、なぜここで明記されてい

ないのか。相見積り等がなければ価格の妥当性が検討できない、検収書がなければ、架空設備

の可能性がある。これらは領収書では代替できないのではないかという御指摘がありました。 

 この点について、まず、先ほどこの項目が何についての取組なのかというのを申し上げまし

たが、これは大口の保険金請求案件についてのことでございます。というのはどういう意味か

と申しますと、基金協会がまず一次的に保証の引受けを行うわけですけれども、それに先立ち

まして、融資機関は、農業者等から借入申込があった場合に、借入金額の妥当性についての検

証をするために、融資機関が、その段階で見積書等を農業者等から徴求しているということで

ありまして、その見積額と借入申込額が大きく乖離しているかどうか、あるいは相場と比べて

必要以上に多額となっていないかなどの価格の妥当性についての審査は、まず融資機関が行い

ます。この融資機関が行った審査について、基金協会は保証引受けに当たって、その融資機関

の審査内容を基に審査を行っています。信用基金では、大口の保険引受事前協議案件につきま

しては、同様にこれらのものを出していただいて、審査を実施をするということでございます。 

 今記載しているのは大口の保険金の請求の場合であり、引受けの段階ではなくて、保険金と

して請求された場合についてのことでございます。その場合については、基本的にまず保険引

受時の審査が適正になされるということが前提でございまして、その上で、さらに引受段階で

の価格の妥当性の確認ではなくて、借り入れた資金の使途が本当に適当なのかということを確

認をするというために実施をしているものですので、領収書の写し等を徴求しているのはそう

いう理由によるものでございます。 
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 したがって、この大口の保険金請求案件の審査の段階においては、見積書等の徴求を行うと

いうことは考えておりません。それは先ほど申し上げた、保険事案を引き受ける、保険の引受

けを行う段階で確認をすることが適切であろうというふうに考えているところでございます。 

 続きまして、資料の22ページでございます。 

 農業の信用保険業務の事務処理の適正化及び迅速化に関しての中で、業務処理方法について

の点検及び見直しの実施状況ということで、大口の保険引受案件の事前協議についての見直し

について記載をしております。平成30年10月から近代化資金等について、引受け後、保険価額

残高を１億円から２億円に引き上げたということに関して、高田委員から、引受け後の保険価

額残高が２億円以下の事故率には変化は生じていないのか。いきなり２倍とするということは

乱暴なのではないかという御指摘を頂いているところでございます。 

 本文の方にも書かせていただきましたが、この大口の保険引受けの事前協議につきましては、

保険事故率の低減に対して有効な取組であるというふうに考えておりますが、一方で、基金協

会からは、審査の迅速化、それから業務負担の適正化について配慮するよう、要望をされてい

るところでもございます。 

 したがいまして、効果的な取組と、そうした配慮の必要性との間でバランスを取りながら、

実際にどのような範囲を取り組むかということを実施しているところでございます。 

 こうした中で、その対象範囲につきましては、事前協議の定着ですとか事故率等を考慮いた

しまして、主務省の了解の下、平成30年10月から、近代化資金等について引受け後の保険価額

残高を１億円から２億円に引き上げております。 

 なお、このことにつきましては、当時、１億円未満の案件、それから１億～２億円の案件に

つきましては、事故率をよく精査をいたしまして、その時点でほとんど差がないということを

確認をし、２億円以上とはやはり事故率において差があるということを確認した上で実施をし

ているところでございます。 

 また、その後、この見直しの後どうなったかということに関して申し上げますと、ちょっと、

こちらは直接的なお答えにならない部分がございますけれども、この対象としている近代化資

金等につきまして、協議を不要としている案件と協議を必要としている案件につきまして、累

計の事故率、ずっと毎年度毎年度ずっと、事前協議を始めてからの累計の事故率というのを見

ております。 

 これによりますと、平成30年度末で0.41％であったところ、令和３年度末には0.44％という
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ことでございまして、これは、最近、引受額が減少傾向にある中で、保険金も少ないんですけ

れども、よほど大きく引受けが伸びないとこの事故率は下がらないもんですから、そういう中

で0.41と0.44という４年間での変化でございますので、事故率が大幅に顕著に上がったという

ことではないということは確認をしているところでございます。 

 今後とも、事前協議の状況、効果についてはしっかりと検証しながら取り組んでまいりたい

というふうに考えております。 

 それから、３点目でございます。３点目は、61ページの農業保険関係業務についてでござい

ます。こちらの予算額と決算額が大幅に乖離していることに関して、御指摘を頂いているとこ

ろでございます。 

 このインプット情報のところの予算額と決算額の乖離について見ると、予算額が過大なよう

に見えてしまうということで、この中では一番決算額が多い令和２年度で、ほぼ予算額が決算

額の100倍になっているということから、この程度の予算が今後とも必要なのかということに

ついて、その理由を教えていただきたいという御指摘を頂いているところでございます。 

 この事業は、農業保険、つまり農業共済ですとか、あるいは収入保険という事業でございま

すので、異常な気象災害が起こりますと、多額の共済金、保険金の支払が必要になります。そ

のために、予算の状況あるいはそれのために必要な借入額の限度額につきましては、中期計画

の中に規定を置いております。中期計画上、その金額が円滑に迅速に事業ができるようなもの

となっていないと、結局、農業共済あるいは収入保険の事業の円滑な遂行に影響が出てしまう

ということでございます。 

 ということですので、今回、令和５年度からの第５期の中期目標・中期計画に向けまして、

信用基金といたしましては、主務省と必要額について相談をさせていただいた上で、引き続き

最大規模の災害にやはり備える必要があるということで、金額そのものは、そういう意味では

農業者の状況等から第４期と変化はあるんですけれども、基本的な考え方についてはそういっ

た変わらない考え方で対応するというものとなっております。 

 なお、これは100倍ということへの説明とはちょっと違うんですけれども、農業保険関係業

務につきましては、信用基金が共済団体に対してお貸出しをするのは、国等から頂いた出資金

が財源となるのですけれども、出資金の額は36億ということでございまして、限られているも

のですから、数百億の貸出しをするということになると、残りは借入れをするということにな

ります。借入れをするということになりますと、借入れをして、借り入れた金融機関に対して
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返したりもしなきゃいけませんので、この予算額にはその分も入っております。 

 したがって、ちょっと２倍計上されているような形になっておりますけれども、そういった

事情もある、予算規模が膨らむ構造にあるということについても御理解いただければというふ

うに思う次第でございます。 

 それから、104ページでございます。 

 104ページに監事監査の実施と、それから会計監査人による監査の実施に関しての記載がご

ざいます。これに関して、監事が現場の監査において、会計上の見積項目における想定事項の

妥当性等を検討しているのか。会計監査人に、次のような質問をすれば十分な心証が得られる

のだが、そういう点についてはどうなのかという御指摘を頂き、例えば質問例としては、財務

諸表における会計上の見積項目にはどういうものがあって、それに対して、どのような監査手

続を実施をしているのかというようなことを質問するということが必要ではないかということ

を御指摘いただいています。 

 それから、監事の取組として、もう一つですね。現場の監査において、例えば責任準備金の

計上額の妥当性に関して、バックテストによる評価の概要を保険数理を取り扱う担当者に聴取

をしたのかというようなことについても御指摘を頂いているところでございます。 

 これらについて、貴重な御指摘いただきまして、ありがとうございます。 

 信用基金の常勤監事は、信用基金の職員として経理担当の経験が長く、信用基金の会計上の

見積項目にはどのようなものが含まれるかということについては、一般的には承知をしている

ところでございます。その上で、監事は、会計監査人からの報告会の場におきまして、御示唆

を頂いた、例えば責任準備金や債務保証損失引当金などの計上額の妥当性などの監査上の重要

な項目につきまして、会計監査人が検証した際に監査上の対応─どういったようなリスクポ

イント、それから監査上どういうふうに対応したかということについて報告を受けた上で、そ

の際、会計監査人の検証において、算定方法などの問題点、改善点の有無などにつきまして、

質問をして、さらに確認をしているというところでございます。 

 ただ、監事が果たすべき役割については、年々、高度なものが求められてきている状況にご

ざいます。独法の監事につきましては、全独法の監事が参加する監事連絡会というものが総務

省の声掛けの下に設けられており、こうした場でも、監事はより高度な役割発揮を期待される

ような知識を習得するということを期待しているところでございますけれども、今回、御指摘

いただきました点につきましても、監事にも伝えまして、今後の業務遂行に当たって参考にし
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てもらうようにしたいというふうに考えているところであります。 

 信用基金からの事前に頂いた質問への回答は以上でございます。 

○丸山課長補佐 どうもありがとうございました。 

 高田委員、よろしいですか。 

○高田委員 はい。ご丁寧なるご説明、ありがとうございます。 

○丸山課長補佐 どうもありがとうございます。 

 それでは、この件はこれにて一旦終わりにさせていただきます。 

 それでは、委員の皆様から御意見、御質問を頂きたいと思います。 

 最初に資料１になりますが、令和４年度の単年度評価に関して御意見をお願いしたいと思い

ます。休憩前に信用基金から補足説明があったものです。先ほどの高田委員の件ではなくて、

主務大臣評価との違いの関係ですけれどもそういう点も含めて御意見等を頂けましたら、よろ

しくお願いいたします。なるべく挙手順で、手を挙げていただいた順番で、御発言お願いした

いと思っております。よろしくお願いいたします。 

 田中委員、お願いします。 

○田中委員 海洋大の田中ですけれども、先ほどあった、保険料率だっけ、評価が下がってい

るところ。これ、もともとの目標にないからというのが一つの理由だったと思うんですけれど

も、そうすると、目標にないことは一切やらないという動機になっちゃうんで、そういう評価

はちょっとよくないんじゃないかなというふうに思うわけですよ。 

 ちょっとここが我々と違うのは、我々の場合は、大学間でプールした予算が、競争的資金と

いうのがあって、頑張るとそこからお金が来る仕組みがあるんですね。でも、ここの場合は、

なかなかそういうのがないじゃないですか。頑張ったから、リターンがあるという。というと

ころに持ってきて、頑張ったことに対して評価しないと、ますます仕事をしなくなるじゃない

ですけれども、そういう方向に行ってしまうんで、何か、もう少し、そこ、評価、工夫が要る

んじゃないかというふうに思うわけですね。 

 そこ、何か、急に改善できないにしても、今後はやっぱり絶対改善する必要があると思うし。

何とかお願いしたいなというふうに。ちょっと、そこは最初に聞いたときに思いました。なの

で、できればですね、ここで、何か、今少しやれたらいいなと。 

○丸山課長補佐 他のＡ評価にしたところは法人独自にということで、書いていないことをや

っても評価しないということにはしてはおりません。具体的に言うと難しいんですけれども、
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中期目標の延長線上で、当該延長線上で書いていないことをやられたような場合には、これま

でも評価してきましたし、今回もしている認識です。 

 今回のものは、あくまでも第４期中期目標を評価しようという場面だと思いましたので、こ

の第４期の、うまく説明しづらいですけれども、延長線で何かやったということであれば評価

し易いと思ったのですが、あくまでもここは第５期だというのが明らかなところで、かつ、も

し仮にこれを評価対象にしようとしても、目標を上回る成果が必要となっていますで、信用基

金からは、それは成果ではないかという御意見はありましたが、主務大臣として、検討したら

成果だというのは、なかなか評価しにくかったという事情がございます。 

○田中委員 分かるんですけれどもね。だから、そうすると、新しいことはやらないというこ

とになっちゃいませんか。 

○丸山課長補佐 それを止めているわけではないです。 

○田中委員 程度問題なんだけれどもね。例えば、我々の分野でいうと…… 

○丸山課長補佐 この業績評価のところではというだけの話なんですけれども。 

○田中委員 例えば、我々の分野で、今論文何報書けって言われているんだけれども、それを

２倍書くといったら評価されるけど、特許を取っても評価されないということになっちゃうで

しょう。それじゃ、やっぱりいい評価にならないというか。法人の改善の方向に行かないです

よね。だから、何か、こういう新しい取組に対しても評価する仕組みを、何か、入れていかな

いといけないんじゃないかなと思うわけですよね。今はできないかもしれないけれども、何か、

その辺の工夫が要るように思いましたけれども。 

○丸山課長補佐 それでは最低、宿題にします。 

○田中委員 最低、宿題にはしてほしい。 

○丸山課長補佐 それでは、次、黒田委員、お願いします。 

○黒田委員 黒田です。 

 事前レクのときにもいろいろ質問させていただいたので、そんなにないんですけれども、た

だ、やはりちょっともう少し理屈をお聞きしたいなというところが幾つかあります。 

 例えば、事業効率化で削減目標が５％以上というところが、65％に達したのでＡだったと思

うんですね。これが資料１の68だったと思うんですけれども、これって、普通５％というもの

は、なかなかいろんなことを削減してもこの数値に行かないから５％以上というふうになって

いたと思うんですが、なると思うんですけれども、これ、いきなりぽんと50％、60％になると
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いうのは、大きな何か改革とか大きな削減の原因がないと行かないはずって、普通思います。

だから、ここのところが、やはりこのままだと、この目標自体がおかしかったんじゃないか、

私がいた組織でも必ずそれが出てきたんですよね。設定が低過ぎたんじゃないかということが

出てくると思います。 

 だから、ここ、もしかしたら、口頭で御説明いただいたかもしれませんけれども、120％と

なったことからというよりも、なぜこんなに大きく達成できたかという理由を書いていただい

た方が説得力があると思います。読んだときに、なぜという疑問が出ないだろうと思います。 

 もう一点、その他の関連でいくと、やはり今期、Ａが、数、物すごく多くて、レクのときの

御説明ではそれだけ努力をされたということを伺いました。いろんな例を挙げられて、これだ

け頑張ったので評価したいと。ただ、これ、最後の年度でＡが多いと、全体の期間評価という

のがＡにしやすいということがあって、期間評価をＡにしたいから、今期Ａを増やしたのかな

と、これ、勘繰りたくなるんですよね。 

 やっぱりそこのところが、無理やり操作したと思われない方がいいだろうなということとか、

来期以降が、これ、前も申し上げましたけれども、もっと大変になると思います。Ｂが標準な

のであれば、もっとしっかりＢで、私はいいという印象があります。ここのところが、後が苦

しくなっていかないように、やっぱり、余り背伸びといいますか、評価、評価というところで

上を目指すのがいいのだろうかというふうに、ここは疑問に思った次第です。来期以降のこと

があるので、ちょっとその辺を。これは質問というよりも、この報告書を読んだものはこう感

じるというふうに見ていただければというふうに思いました。 

 以上です。 

○丸山課長補佐 ありがとうございます。 

 それでは、私の方から。もし外れたら、信用基金さんからも補足いただいて大丈夫ですけれ

ども。 

 まず、この事業費の削減のところですけれども、保険金というのが上振れしたり下振れする

と、なかなか大きな数字になりまして、その関係で、５％が71％になったんだろうなと理解し

ておりました。 

 ただ、ここについては甘くしたという認識はなかったと思うんですけれども、少なくとも、

この保険金とか代位弁済費というのは、なかなか信用基金だけでコントロールできないところ

がありますので、来期の第５期ではこの事業費の削減の対象に外しました、委員の皆様方の御
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意見も踏まえて外しましたので、そこは、１点御説明させていただきたいなと思った次第です。 

○黒田委員 そのことに関しては、甘くしたというように思ったのではなくて、すごく奇異な

感じを受けるんですよね。５％の10倍以上の達成があったと。だから、ここのところは、そう

いう意味では評価できないというふうに外されるという方が妥当なんでしょうけれども、なぜ

こんなに大きな数字というか、コントロールできないところで数字が出たんだったら、これは

達成目標と全然関係ない話ですし。背景がはっきり分かるように書いていただけると、読んだ

側も、お手盛りしたりしていないなとかというのが分かるんですね。だから、そういう書き方

をしていただいた方が、不審に思ったり疑問に思わないだろうなという、そちらの方です。 

 以上です。 

○丸山課長補佐 分かりました。深水副理事長、何かコメントございますか。 

○深水副理事長 信用基金の側としましては、目標として、幾ら以下にすることを求められて

いるわけで、保険金なり代位弁済費について、細かなコントロールは効かないにしても、保険

事故率の低減なり、あるいは代位弁済費の低減なりに向けて、信用基金としては自分たちのと

ころでできる取組をしてきた。その結果として、これだけの削減の状況になったということで

すので、それを信用基金としては削減の状況として評価をさせていただいた。 

 目標そのものがどういう位置づけにあるべきなのかということについては、ここで信用基金

の側から申し上げることではないかとは思うんですけれども、頂いた目標に関して、信用基金

としてできる努力というのはあり、その努力の範囲で取組をさせていただいて、パーセンテー

ジがどうなのかというのはあるかもしれないんですけれども、実際に保険金その他の支払額に

ついては抑えている。 

 先ほど、丸山補佐から御説明のあった、そもそも保険金等をこの目標の中に入れることの妥

当性については、先ほども御説明がありましたが、信用基金の保険なり保証なりの引受額が大

幅に伸びた場合には、事故率がどんなに下がっても、当初想定していた額よりもはるかに多い

額にどうしてもなってしまう。そういうことを考えると、事業費の中に保険金等も入れて、そ

の削減を目指すということがどうなのかという意味でいえば、それは必ずしも大変有用な目標

にはならないんじゃないかということで、第５期においてはそれの分を外すということで御対

応いただいたんだと思いますけれども、第４期に関して申し上げれば、先ほど来申し上げてい

ますけれども、保険金等が必要以上に膨らまないように取組をさせていただいた結果、このよ

うになっているというふうに考えておりますので、一定の取組成果が上がっているのではない
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かなというふうに思っているということでございます。 

○黒田委員 ありがとうございました。 

○丸山課長補佐 ほかに、御意見等ございますでしょうか。 

 佐藤委員、お願いします。 

○佐藤委員 ありがとうございます。 

 今、議論になっていた次の項目の中期目標の期間評価の第２、業務運営の効率化に関する目

標を達成するために取るべき措置の１の事業の効率化では項目を見直していただけるというこ

とで、我々が出した意見を反映していただいて、本当に感謝します。ありがとうございます。 

 それで、１については、私、書いてないのでよく分からないんですけれども、２の経費支出

の抑制で、これって、数値目標評価なんですよね。定量評価なんですよね。 

○丸山課長補佐 今回、定量評価です。 

○佐藤委員 それで、１つは、こんな20％の経費支出削減が今後も継続して目標になるのかな

という、何かちょっと、無理な経費削減、コストの削減って事業の質の低下をもたらすので、

それに対する心配もあるんですけれども、その20％の目標に対して、５か年の平均削減率が

31.8％というのは、これ、120％を結構大幅に超えるんじゃないんですかね。 

 数値目標のとき、定量評価をするときのＡとＳの、何か、使い方の違いがよく分からないな

と思っていて。120％を、何か、大幅に超えるんであればＳなのかなと思ったりしたんですけ

れども、その点はいかがでしょうか。 

○丸山課長補佐 評価基準を見ますと、数字が大きく120％以上だったら、数字上はＳになる

権利があるんですが。例えば、150％だからＳとか、そういうようになっていなくてですね。

120％以上だったらＳになり得るんですが、その場合に、さらに顕著な成果があるという文言

が書いてありまして、評価基準なんですけれども。定性目標のところは、途中でもしかしたら

断線していたかもしれませんけれども、数値の達成度合いが120％以上で顕著な成果があると

いう目標になっていまして、数値が大幅に上回っていれば、Ｓだということにはなっておらず、

顕著な成果というのが見当たらなかったので、自己評価どおり、Ａにいたしました。 

○佐藤委員 そうすると、この顕著な成果があるというのは、数値目標を大幅に超えるかどう

かということではなくて、何かまた今度、逆に質的な、何か要素が加わらないと駄目というこ

となんでしょうか。 

○丸山課長補佐 そう理解しておりました。 
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○佐藤委員 何か、ちょっと、定量評価だけれども質的な要素が入ってくるという考え方に、

ちょっと何か……何でこんなことになるのかなと思ったりした。それは感想です。 

 定量評価ということであれば、何か、Ｓもあり得るんじゃないかなというふうに思いました。 

○丸山課長補佐 例えば、逆のパターンになりますが、数字上、Ｃになってしまうような場合

ですが、例えばそういう場合も数字だけで評価するだけじゃなくて、定性的な要素も多分加味

して、もしもそれがＣじゃなくてＢの方が適当だったら、Ｂにするように。定量評価といえど

も、定性も加味して評価するようにしておいた方がいいのかなとは、思っております。 

○佐藤委員 確かにそうですね。分かりました。 

○丸山課長補佐 ありがとうございます。 

○佐藤委員 あと、先ほど年度評価の中で、年度評価で自己評価と主務大臣評価が違うところ

で、前倒しで実施した、第１－１、農業信用保険業務の（２）ですかね、（３）だったのかな、

（２）ですよね。適切な保険料率・貸付金利の設定。これと漁業信用保険業務の（１）、適切

な保険料率・貸付金利の設定というところで、同じ理由で、自己評価よりも低い評価を提案さ

れたと思うんですけれども、早めに検討したこと、そのものだけで高く評価されるべきではな

いとは思うんですけれども。かえって、それでタイミングを逸失して、間違ったタイミングで

業務をして、何かその業務の努力が無駄になるとかということも考えられるので、必ずしも前

倒しがいいということではないとは思うんですけれども、信用基金の方々がおっしゃったよう

に、前倒しして検討したことで意味があるのであれば、期間外のことなので評価しないという

のはちょっと理由にならないんじゃないかなというふうに思っていて、基金の方の御指摘のと

おり、それはもう後回しにしなさいというドライブになる……評価って、すごく業務に対して

強いドライブを掛ける力があると思うので、そういうメッセージを意図せず発するということ

になるんではないかなということと。 

 あと、取り組んだことの実績として上がってこないので、今回は評価を低めにするというこ

とに対しても、じゃ、その次の期間で実績が上がってきたときに、それって、遡って評価する

ことはできないと思うので、何か、実績をつくり得る枠組みをつくった、その枠組みの構築に

対しての評価と、それで、じゃ、どれだけ実際に効果が、その実績が上がったかということは

そのときのその条件の変化にもよるので、柔軟に対応していいんじゃないかなというふうに私

は考えたんですけれども、いかがでしょうか。 

○丸山課長補佐 田中委員と同様の御意見ですね 
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○佐藤委員 そうです、同じ意見です。 

○丸山課長補佐 大体同様の御意見で、私も今悩んでいるところですが、取組自体は、中で議

論したときも全然否定しておりません。ただ、この業務実績評価においては、ただ単に対象外

というところで、他のところで評価していただく、例えば、内部評価等で評価していただく方

法もあるのではないかという意見が内部では出てました。この評価が全てではないとは思って

います。 

○佐藤委員 意見でした。取りあえず、今、思い出せるところは以上です。 

○丸山課長補佐 ありがとうございます。 

○佐藤委員 ありがとうございました。 

○丸山課長補佐 高田委員、お願いします。 

○高田委員 アウトカムの評価が、この評価表で求められていることですね。他の独法で、そ

ういうような努力だけを評価するという実績はあるのですか。 

○丸山課長補佐 実は、全部見たわけじゃないんです。ただ、農林水産省所管独法で２つぐら

い、次期中期目標期間のものを評価しているのが２つぐらいあったと記憶しておりますが、そ

れを見たときは、今回、まずは私たちは対象外だというところは入ってますが、仮に、これを

対象内だとしたら、他の法人の評価をみますと、何らかの成果があったなと言えそうなもので

した 

○高田委員 その成果って、どうやって測るんでしょうか。例えば、先ほどご報告いただきま

した、ＰＭＯの設置。これって、数量化はできないけれども、予算の中で確定的な意思が確認

できる。そういうものなら評価できるけれども、単なる思い付きの段階では、評価できないと、

そのように切り分けることが可能ではないかと思うのです。 

○丸山課長補佐 切り分ける。 

○高田委員 ええ、切り分けるというのは、単に思い付いただけでは駄目で、例えば予算を付

けたとか、あるいは、組織を整えたとか、あるいは、予算は付いていないが、正式に人員を割

り当てたとか。そこまで努力しているのであれば、アウトカムとしてカウントできるのではな

いかと、そのように思うのです。 

○丸山課長補佐 どうぞ。 

○深水副理事長 ちょっと農業と漁業の取組について、余り細かくは申し上げなかったんです

けれども、例えば、漁業に関して申し上げれば、第５期中期目標期間以降にこういうふうな、
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実際には料率を変えるということではあるんですけれども、第４期の今の状況からすると、幾

つか資金があって、この資金についてはこういうふうな方向にするべき、この資金については

こういうふうな方向にするべきということを整理をして、それを信用基金としては、信用基金

の内部の委員会でも決めましたし、その上で、信用基金として、信用基金の業務運営そのもの

について、これは農林漁業信用基金法に基づいて設置されている運営委員会というのがござい

まして、そちらの運営委員会の場で信用基金としてはこういうふうにするということを決めま

したということを御紹介……御紹介というか、御説明をした上で議論をしていただいていると

いう、そういう意味で、信用基金としてこの取組をこういうふうにする。信用基金の中だけで

決めているだけじゃなくて、そういうことを外部にもさらしてですね。今、うちのホームペー

ジにも載っていますけれども、外からも確認できる。逆に言うと、後戻りが効かないようなも

のとして確定したというものになっているので、そういう意味では、そういうこともあって、

信用基金としては、一つの成果というふうに言えるんじゃないかなというふうに思ったんで、

先ほど来御説明があるんですけれども、今回評価を、この期でも評価をしていただけるという

ことにはなりはしないかというふうに思ったものです。 

○高田委員 つまり対外的に表明しているから、それはコミットメントになる。だから、確定

した意思を表示したんだから、評価の対象、アウトカムであるというお考えですね。何となく、

説得力がありますね。 

○深水副理事長 と、信用基金としては考えています。 

○丸山課長補佐 私たちとしてはそもそも、今回は中期目標の評価をする場面であってという

ところで、内部でそういう議論を重ねたのですが、それはおかしいですかね。 

○高田委員 いや、おかしいものじゃなくて、アウトカムをどう考えるかだけだと思うんです。

だからこそ、他の独法、どうなっているんですかと申し上げたんです。 

個人的には、努力はそれなりに正当に評価するという方が、独法の自主性とか創意工夫とかを

後押しできるという意味で、好ましいと思います。 

○溝部課長補佐 水産庁の溝部です。皆さんの御意見のように、次の第５期の中期計画期間に

向けた準備として、現在の第４期のうちに検討したものについて、アウトカムがどういうもの

が出てきたら評価できるかというのが今争点だと思うんですけれども、今回についても、それ

はもちろん含めてではあるんですけれども、今この出てきている実績について、特に漁業につ

いて、この適切な保険料率の設定というものについては、理論値保険料率と実際設定している
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設定保険料率、これ乖離があったら近づけましょうという議論なんですよ。これは、今までも

そうであったけれども、全体の収支均衡の観点で、その辺を余りちゃんと、議論は中でしてい

るんですけれども、アンタッチャブルな感じでいじってこなかったんです。これまでの第４期

の中で、保険料率算定委員会の中でやったときに、やっぱり設定保険料率よりも理論値保険料

率上回ったら、近づけるようにしましょう。それよりも下回っていたら、上げることを検討し

ていきましょうという、これ、極めて普通なんですよ。これがすごく、質的に定量的に120％

と同じような、Ａ評価を付けられるような内容かという、実際に出てきた業務実績から見て、

Ａはちょっと難しいかなと評価した。 

 さっき、丸山補佐からあったように、第４期の結果を踏まえて、来中期計画にどうこの結果

を生かせていくかというビジョンが示されたら、つながりとして一緒に評価はできるんじゃな

いかと思うが、丸山補佐から今発言があったように、そこが今回の報告の中では見えなかった

ということで、今回はＢという判定をさせていただきましたけれども、そのアウトカムの設定

については、信用基金さんも今後考えていかなきゃいけない。我々も今回の評価から対象外で

すよという、拒否するようなものでもないかなとは思うので、そこは第５期にはどういったこ

とができるかというのは議論していけばいいんじゃないかなとは思っております。 

○深水副理事長 しかし、今の、保険料率は理論値に近付けるというのは当たり前のことなの

でという御指摘をされちゃうと、第５期になったからといって変わらないんじゃないですか、

評価は。 

 農業の方はそれだけじゃなくて、体系そのものを全般的に見直すという話もありますので、

これはちょっとまた、金融調整課におかれても今後のことに関して同じじゃないような気もし

ますけれども、今の溝部さんの御説明だと、第５期につながるかどうかではなくて、見直しそ

のものについて、なかなか次の期において高い評価になるという道筋が見えないんですけれど

も。 

○溝部課長補佐 料率というのは当然上下するものなんですけれども、そのときに合わせて、

そのときの実態を踏まえて料率を上下するというのは、収支均衡の観点も踏まえつつやるとい

うのは、これ、普通の業務だと思っております。それは、だから、それぞれ資金ごとにいろん

な課題が出てくると思いますし、それについて柔軟にこういう方法でやればもっといい、実際

の現状を踏まえた料率ができるというようなビジョンがあればいいとは思うんですけれども。

何か、当たり前に料率を上下するのは普通の業務だと思います。 
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○深水副理事長 15年間、料率を変えてこなかったわけですから、そこのところは大きな方向

性を出したものだと、信用基金としては思っています。 

○高田委員 例えば、45ページのところで、自己点検評価で、一番下の、下から２番目の段落、

「初めて明確に示したこと」とあります。これって、評価に値するのではないでしょうか。本

業で、こんなの当たり前だろうというのは、そうなのしれませんけれども、今まで明確にされ

ていなかったものを初めて明確にした。そのような努力、今までの慣例に従うのではなくて、

いいかえると、今までやってきたことをそのまま繰り返すのではなくて、初めて明確に示した

と、ここまで言っているわけですから。しかも、本業に資することをしたということに対して

は、何らかの評価があってもよいのではないでしょうか。同じような書きぶりがほかにも、あ

れば、そういうことも、評価したいと個人的には思います。 

○溝部課長補佐 この初めて明確にしたという言葉も、ちょっと何か、私的には疑問なんです

けれども。もともと、この保険料率設定の考え方で理論値保険料率と設定保険料率という言葉

をつくったときに、その考え方って、理論値と設定保険料率は本来は近い方がいいんだけれど

も、ただそこは収支均衡の観点で、国民負担軽減のために今までやってこなかったというだけ

なんですよ。 

○高田委員 なるほど。私は保険料率の設定に係る実務については素人なので、そこら辺が分

からなくて、自己評価に書いてあるもの、そのものを見ると、おお、なるほど、初めてなのか

と。 

○溝部課長補佐 すごく画期的な取組ということではないんですよ、ここの初めて明確に示し

たというのは。 

○田中委員 アンタッチャブルだったんでしょう。 

○溝部課長補佐 そういうことなんです。 

○田中委員 そういうことでしょう。 

○溝部課長補佐 ただ、設定保険料率と理論値保険料率というものがあるということは、差が

広がったら当然縮めることを前提にその言葉ってあると思うので、それを乖離があったら、な

るべく近付けるようにしましょうというのは、新たに明確にしましたと言われても、本来、そ

ういう考え方ですよね。ただ、おっしゃっていたように、アンタッチャブルだったというとこ

ろも。アンタッチャブルにした理由は、やっぱり国民負担を、ちょっと余り負担させないでく

ださいよと言っていた国の責任でもあるんですけれどもね。 
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○千年委員 よろしいですか。 

○丸山課長補佐 どうぞ。 

○千年委員 ちょっと観点、変えて、私の方から、感想も含めますけれども、意見を申し上げ

させていただきます。 

 私は、基金の取組みについては、非常によくやられていると思います。例えば、保険料率、

ほかにも保証料率をむしろ下げるなか、収益確保していることは、本当、農林漁業者に対して

は心強いというか、負担にならない、安定的経営の下支えをしていることにつながっていると

思います。 

 ただ、評価に関してですが、今期の中期計画では、少し定性的な評価を中心にするという方

針で目標がつくられたと記憶しています。そのなかで、初年度、２年度においては、非常に評

価全体、自己評価も厳しかったです。非常に禁欲というか、何でここまでという、どちらかと

いうと委員の方からもっと評価してもよいのではと言っていた感じでした。ですので、今回の

ような、むしろ基金はこれだけやったんだみたいな感じで、主務大臣の評価とは違うという感

じで意見交換したのは初めてじゃないかと思います。今までは、こういった緊張感は、あまり

なかったと思います。ですから、今回、深水副理事長と𠮷村理事が、皆さんが取り組まれてき

た業務、それに対して、我々はやったんだという気概をもち、基金を背負っての、非常に説得

力ある補足をしていただけたと思います。 

 ただし、やっぱり、評価を我々から見ると、詳しいところまではよく分からないというのが

正直な感想です。例えば、適切な言い方じゃないかもしれませんけれども、保険料率算定委員

会、体系全般を見直されたとありますけれども、ここのところ、どういったことを実際どこま

でやっているかは、分かりかねます。 

 今、経済は物価上昇していますよね。コロナの状況もありますけれども、ほかにもウクライ

ナ情勢も反映していて、燃料の価格、飼料の価格、生産者が価格値上げしてきたことも書かれ

てますけれども、今後、多分金利も上がっていきますよね。そういった情勢を踏まえて、どこ

までが基金の努力によるものかというのが分からないので、やっぱり取組みの効果を評価する

のは非常に難しいと思います。取組み、措置は手段で、飽くまで上位の目標がありますよね。

目標があって、それに対して、何をするかという措置。評価では、措置の中で目標値設定され

ています。飽くまで手段に対して行った取組みが、上位の目標に対して実際、適切だったのか

ということは、はっきり言って、我々には、分かりかねます。ですので、飽くまでやったとい
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うことでの書きっぷりをみて、やっぱり、そうなのかなと思わざるを得ないところがございま

す。 

 先ほど口頭で、これだけの効果があった、また新しいこととか体系的にやられたとご説明を

聞きますと、ああ、なるほど、そうなのかと思うところがございます。文面だけでは、最終的

な評価については、はっきり言って、どちらでもいいような、大変失礼な言い方なんですけれ

ども、そんな思いもあります。それより重要なのは、むしろ、こういった機会に主務庁、農水

の方と基金の方がそういったことで意見交換する方が非常に意義があるものと私は思います。 

 ですから、今までの本会議は、我々が見ても割とスムーズに行く感じで、今回のような意見

の衝突が、余り表立ってなかったので、そんなものかなと思っていましたけれども、今日は非

常に興味深く、また気持ちよく拝聴させていただいております。 

 ただし、手段と目的との混同はやっぱりしない方がいいので、やった取組み自体は、確かに

そうなんでしょうけれども、効果があることも自信を持って言われていると、私たちは聞きま

すので、そこのところはお心留めください。 

 以上になります。 

○丸山課長補佐 ありがとうございます。 

 今のところ、私は個人的には、この評価の考え方を変える必要はないと思っておりますが、

もちろん、これが終わった後に上とも相談いたします。委員の皆様方の御意見を踏まえるとい

うのが今日の会の趣旨ですので、このような御意見があったということを報告した上で、相談

したいと思います。 

 佐藤委員、御願いします。 

○佐藤委員 先ほどの議論なんですけれども、評価案に対する考え方の根幹に関わると思うん

ですけれども、普通やらなければいけないことをやるということこそが、私はしっかり評価さ

れるべきだと思っていて。普通やらない、やるべきことをやっただけでしょうということであ

れば、余り評価の意味はないような気がするんですね。なので、一言、私は考え方違いますと

いう意見を申し上げたい。 

 あと、先ほど言っていた意見の、農業と漁業に関してしか、私、例を挙げなかったと思うん

ですけれども、林業信用保証のところの適切な保険料率の設定についても、実績が今回まだ見

られないからということで、枠組みの構築だけではＡ評価だということだったんですけれども、

先ほど申し上げた同じ理由で、林業信用保証事業についても言及しているつもりですというこ
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とを補足させてください。ありがとうございました。 

○丸山課長補佐 ありがとうございます。 

 黒田委員、お願いします。 

○黒田委員 よろしいですか。これ、順番に御質問していいのかなと思いつつなんですけれど

も、私の方は、評価に関して、やっぱりちょっと疑問に思うところがありまして。例えば、パ

ンフレットとかいろんな出版物を見直して、それを成果ということでも挙げていられたと思う

んですけれども、それは取組の第一歩ですよね。やっぱりコロナで全然、もしもカタログとか

が更新されていないんだったら、そちらの方が問題だし。新しく作ったということも、これ、

よく地方自治体なんかでもあるんですけれども、立派なパンフレットを作るけれども、誰も読

んでいないというのがよくあって。ここのところは、やっぱり来期のところで、そのパンフレ

ットを作った、新しくしたことでどういう成果が出ているか。これ、もう、アンケートしかな

いかもしれないんですけれども、どう役に立ちましたかという、やっぱりフィードバックを得

るべきだと思います。 

 もう一つ、電子ファイルも供給していますということですけれども、これ、読まない人が多

いので、じゃ、どうやって電子ファイル、皆さん、読んでくださいというふうに言うかという、

次のアクションが絶対必要だと思うんですね。そこまで含めて、次の本当の評価になるのかな

というふうに思いました。これ、作りましただけではと。 

 もう一つは例えば、これもレクのときにちょっと申し上げましたけれども、なかなか電子メ

ールが使えなかったと。私も、これ、伺ってはっきりしたのは、銀行が拒否していた。これ、

個人に対してもよくあります。非常に保守的。こういうところで、ずっと多分電子メール使わ

なくて、困っておられたと思うんですけれども、これまで掛かったといういきさつについて、

ただ、お願いしただけでは、やっぱり相手変わりにくいこと、やっぱり銀行はそうかなと思い

ますし。恐らく、こういうことが今、電子メールだけ改善できましたけれども、いろんなとこ

ろで、まだファックスしか使いませんとかというような業界があったり、いろいろありますし、

じゃ、次、どういうところを改善すべきだろうかとか、どういうところを今世の中で進んでい

る、ここはもっと改善できるべきか、できるかという掘り起こしの方もやっぱり大事なんだろ

うなというふうに感じました。 

 これは質問というよりも、今後、そんなふうに取り組んでいただいたら。それから、それを

評価の対象として書いていただけると分かりやすいというふうに思いましたので、もしできま
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したら、お願いします。 

 以上です。 

○𠮷村総括理事 少しだけ、発言、よろしいでしょうか。 

○丸山課長補佐 どうぞ。 

○𠮷村総括理事 御指摘ありがとうございます。林業担当の𠮷村でございます。 

 パンフレットについて、確かに、これは普及ツールとして、ある面、作るのは当たり前です

し、作りましただけでは駄目で、その効果をちゃんと捕捉するというのは御指摘のとおりです。

今同時並行的に、お客様アンケートというのは取っておりまして、効果を捕捉しながら、この

パンフレットを随時見直しをしていこうというふうに考えております。 

 それと、この項目で申し上げたかったのは、やはり個別融資行にコストを掛けて回っていく

よりも融資機関中央団体との協力体制を確立して、新たな普及体制を構築した、ここは是非御

評価いただきたいということを申し上げたところでございます。 

 あと、電子メールの問題については、本当に時間は掛かりましたが、やっと相手方の御了解

を頂いて、メールでのやり取りができるようになりました。今後とも、様々な課題を掘り起こ

していく必要というのは、当然ございまして、現在、私ども、まだまだ書類でのやり取りをし

なければいけない文書が多々ございます。どうしても、印鑑をついている文書とか、そういっ

たものは原本でのやり取りというのが必要になっておりますが、こうしたものをいかに紙を使

わずにやっていくかとか、そうしたあまたの課題も把握しておりますので、今中期目標期間中

において、極力できることから効率化していきたいと考えております。ありがとうございまし

た。 

○黒田委員 ありがとうございました。 

○丸山課長補佐 私の金融機関を長年所管してきた経験からすると、まず普及推進するときに

は、中央機関に行くのが一般的ではないかという感じがしました。中央機関に行けば、話が早

く、特別なことではなく、普通のことをしたのではと認識しました。 

○𠮷村総括理事 そこはちょっと見解の違いもあるのかも分かりませんが、やはり昔から林業

信用保証においては、個別融資行の個別店舗との関係を極めて重視しながら、お客様との関係

を築いてきた。ある面、伝統的なものがあったわけです。それを一概に否定することは私はち

ょっと難しいのではないかと思いますが、コロナ禍になって、改まって立ち止まって考えたと

きにやはり、今、丸山補佐がおっしゃったようなやり方をする方がより効率的にかつ効果的に
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仕事ができるのではないかと思い至って、それを実行したわけですので。逆に、そのことを否

定されてしまうと、法人としては改革のしようがなくなってしまうのではないでしょうか。 

○丸山課長補佐 否定しているのではなくて、それはＢ評価の範疇かなと考えました。どちら

かといいいますと、Ａ評価が基準のような感じのような議論にもなってしまっているんですけ

れども、基準はＢです。 

○𠮷村総括理事 Ｂが基準だというのは十二分に認識をしておりますが、特にこの４年度は、

当方の職員が本当に最大限の努力をしてくれて、様々な改革をしてくれたんだろうと私は思っ

ています。 

○丸山課長補佐 分かりました。申し訳ありません。言い方が悪かったかもしれません。 

 田中委員、どうぞ。 

○田中委員 今日は、本当に、双方、漁業調整委員会のように言い合って、大変有意義だった

と思うんですけれどもね。本音が出てきたというか。でも、双方の話を聞いて分かったんだけ

れども、何か、やっぱり農水省って行政の方のベクトルと、やっぱり組織、こっちのが少しず

つ独立して動くようになってね。だから、ちょっと、今までは従属的だったんだけれども、今

度は独立行政法人になったから、意思を持つようになって。こう、意見が分かれてきたのかな

というのが、ちょっとね、本当によく分かった。この今日の話を聞いて。 

 でも、一方で、評価する方は農水省だけの基準じゃないんで、なかなかそこは難しいですよ

ね。だから、今すぐこの場で決着というのは多分できないんだろうと思いましたので、何か、

持ち帰って、何か、御検討いただきたいと思いました。 

○丸山課長補佐 そうですね。分かりました。ありがとうございます。 

 他に、御意見、御質問はございますか。 

 一番は、今日は中期目標期間のところについて、上に報告したり、財務省と相談させてもら

って、もう一回、再検討させていただきたいと思います。 

 もしも、これで御質問、御意見等なければ、本当に、委員の皆様委員の皆様方には、今日は

本当にありがとうございました。 

 本日の有識者会議につきましては、これで終了させていただきたいと思います。貴重な御意

見やコメント等を賜りまして、ありがとうございました。 

 本日の御意見を踏まえながら、ご意見のあった点を再検討の上、最終的な主務大臣評価を決

定させていただきますが、必要に応じて、御相談させていただきたいと思いますし、また、議
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事録につきましてですが、、取りまとめができ次第、御確認していただいた上で、評価書と併

せて公表させていただきたいと思います。 

 本日は長時間にわたりまして、御多忙の中、誠にありがとうございました。 

 適宜、ウェブ参加の方を含めまして、退室をお願いいたします。ありがとうございました。 

午後３時４４分 閉会 

 


